
 
 

 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会規約（改正案） 

 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会規約を以下のとおり改める。 

 

１ 改正内容 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推進協議会構成員の名称変更 

変更前 変更後 

別表１（第３条関係） 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推 

進協議会構成員 

          （順不同） 

 団 体 名 

関係団体 淡路地区郵便局連絡会 

 

別表１（第３条関係） 

兵庫・徳島「鳴門の渦潮」世界遺産登録推 

進協議会構成員 

          （順不同） 

 団 体 名 

関係団体 日本郵便株式会社淡路地区連絡

会 

 

 

（変更理由） 

・名称変更 

 

２ 改正日 

  令和８年３月１３日（総会での承認後） 

資料１ 


